
　　

　

平
成
２６
年
度
に
は
、
市
内
の
高
齢
化
率
が
３１
・
１
㌫
に
な
る
と
予
想
さ
れ
、
高
齢

者
へ
の
福
祉
施
策
が
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、「
安
心
と
生
き

が
い
の
あ
る
高
齢
者
福
祉
の
充
実
」
を
理
念
に
第
５
期
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保

険
事
業
計
画
（
本
年
度
か
ら
平
成
２６
年
度
ま
で
）
を
策
定
し
、
保
険
料
の
基
準
月
額

を
、
５
１
０
９
円
と
し
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
皆
さ
ん
に
影
響
あ
る
保
険
料
と
主
な
事
業
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ　

高
齢
福
祉
課
志
２
６
―
２
１
１
１
（
内
線
１
２
３
・
１
２
６
）

　

介
護
保
険
制
度
は
、
平
成
１２
年
４
月
か

ら
実
施
さ
れ
た
制
度
で
、
急
速
に
進
行
す

る
少
子
高
齢
化
に
よ
り
介
護
の
担
い
手
を

社
会
全
体
で
対
応
す
る
も
の
で
す
。
こ
の

制
度
で
は
、
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
を
選
択

し
事
業
者
と
の
契
約
で
利
用
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
の
被
保
険
者（
保
険
加
入
者
）

は
、
４０
歳
以
上
の
方
で
す
。

　

６５
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
の
納
め
方
は

年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
か
ら

と
納
付
書
や
口
座
引
き
落
と
し
（
普
通
徴

収
）
に
よ
る
場
合
に
分
か
れ
ま
す
。

　

ま
た
４０
歳
か
ら
６４
歳
の
方
の
保
険
料

は
、
市
へ
直
接
納
め
ず
、
医
療
保
険
と
一

括
し
て
納
め
ま
す
。

　

６５
歳
以
上
の
方
は
、
日
常
生
活
を
営
む

の
に
常
に
介
護
を
要
す
る
状
態
や
、
日
常

生
活
に
支
援
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
、
４０

歳
か
ら
６４
歳
の
方
は
、
初
老
期
認
知
症
や

脳
血
管
疾
患
な
ど
の
老
化
に
よ
る
１６
の
病

気
が
原
因
で
、
要
介
護
や
要
支
援
状
態
と

な
っ
た
と
き
に
、
認
定
を
経
て
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
。

　

要
介
護
認
定
を
受
け
た
方
が
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
た
費
用
（
給
付
費
）
の
う

ち
、
１
割
は
利
用
者
が
負
担
し
ま
す
。
残

り
の
９
割
を
６５
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
で

２１
㌫
、
４０
歳
か
ら
６４
歳
の
方
の
保
険
料
で

２９
㌫
、
国
２５
㌫
、
県
１２
・
５
㌫
、
市
１２
・
５

㌫
を
負
担
し
ま
す
。

　

昨
年
度
ま
で
は
、
６５
歳
以
上
の
方
が
２０

㌫
、
４０
歳
か
ら
６４
歳
の
方
が
３０
㌫
と
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
法
改
正
に
よ
り
本
年
度

か
ら
負
担
割
合
が
変
わ
り
ま
し
た
。

　

保
険
料
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
費
用
（
給
付
費
）
の
他
、
要
介
護
状
態

に
な
ら
な
い
た
め
に
、
５
㌻
の
よ
う
な
事

業
で
介
護
予
防
を
行
っ
た
り
、
高
齢
者
の

権
利
擁
護
や
家
族
介
護
の
支
援
な
ど
を

行
っ
た
り
す
る
地
域
支
援
事
業
に
も
使
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
で
は
、
３
年
ご
と
に
介

護
保
険
事
業
計
画
を
見
直
す
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
第
５
期
介
護
保
険
事
業
計
画

（
平
成
２４
―
２６
年
度
）
で
は
、
高
齢
者
人

口
の
推
移
や
今
後
の
サ
ー
ビ
ス
確
保
を
見

込
み
、
そ
れ
を
運
営
す
る
た
め
に
ど
れ
く

ら
い
の
保
険
料
が
必
要
か
を
検
討
し
て
、

一
人
当
た
り
の
負
担
を
算
出
し
、
６５
歳
以

上
の
方
の
保
険
料
を
定
め
ま
し
た
。

　

保
険
料
は
、
よ
り
所
得
に
応
じ
た
保
険

料
と
す
る
た
め
、
所
得
段
階
区
分
を
９
段

階
か
ら
１１
段
階
と
し
ま
し
た
。
本
市
の
基

準
月
額
（
第
６
段
階
）
は
５
１
０
９
円
、

年
額
６
万
１
３
０
０
円
で
す
。

　

本
年
度
の
６５
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
は
、

６
月
下
旬
に
郵
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

所得段階 所得などの条件 保険料（年額）

第１段階
生活保護を受給している方、または世帯全員が市民税非課税で老齢福
祉年金を受けている方

１５，３００円

第２段階
本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間８０万円以下の方

２７，５００円

第３段階
本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間８０万円を超え１２０万円以下の方

３９，８００円

第４段階
本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間１２０万円を超える方

４２，９００円

第５段階
本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる方で、本人の前
年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間８０万円以下の方

５７，０００円

第６段階
本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる方で、本人の前
年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間８０万円を超える方

６１，３００円

第７段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が１２５万円未満の方 ７２，３００円

第８段階
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が１２５万円以上１９０万円未満
の方

８０，９００円

第９段階
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が１９０万円以上３００万円未満
の方

９９，３００円

第１０段階
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が３００万円以上４００万円未満
の方

１０４，２００円

第１１段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が４００万円以上の方 １１６，４００円

平成２４年度から２６年度までの介護保険料

▲皆さんの保険料は、多くの介護サービスに使われている（写真は、特別養護老人ホーム福寿苑）

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　
歳
以
上
の
方

　

仕
組
み

保
険
料
の
納
め
方
と
利
用

　

財
源

６５
歳
以
上
の
負
担
は
２１
％

　

見
直
し

保
険
料
の
決
め
方

  介護給付の実績と見込み

拡大する給付費と高まる介護保険料

第３期 第４期 第５期

６５

　

介
護
保
険
制
度

社
会
全
体
で
介
護
を
担
う
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0
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（６５歳以上の方の
基準月額）

３，４３８円

（６５歳以上の方の
基準月額）

３，６９４円

（６５歳以上の方の
基準月額）

５，１０９円

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ１９Ｈ１８ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

（億円）（１５２．０億円）（億円） （１２５．０億円）（９５．９億円）
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　給付費は、 介護サービスに必要なお金のうち、１割の自己負担額を除いた金額をいいます。
市の給付費は年々増加傾向にあります。第５期となるこれからの給付費も、介護報酬
や認定者数の増加などから約１５２億円になることが予想されます。給付額が増えると、
その２１㌫を負担する６５歳以上の方の保険料が上がります。

３１．９ ３４．４２９．６ ３８．６ ４２．１ ４４．３ ４７．３ ５０．４ ５４．３



　　

　一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、日中独居の高齢者が増加して
いる中、地域との関わりが少なく、社会的にも孤立しがちな高齢者を、身
近な地域で見守り支え合う仕組みづくりを進めます。

ポイントは

　　

　

市
は
、
第
５
期
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介

護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
生
活
支
援

や
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
、
住
み
慣

れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
な
ど
、
介
護
保
険
制
度

の
健
全
な
運
営
に
努
め
ま
す
。

　

「
自
助
・
共
助
・
公
助
」
の
考
え
方
の

も
と
市
民
と
行
政
が
協
働
し
、
地
域
で
の

支
え
合
い
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
高

齢
者
を
取
り
巻
く
生
活
課
題
に
き
め
細
か

く
対
応
し
ま
す
。

　

同
計
画
の
詳
細
は
、
市
役
所
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
や
各
振
興
事
務
所
、
市
中
央
図

書
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
ま
た
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
（h

ttp
://w

w
w

.city
.en

a.lg
.jp

/

）
で

も
公
開
し
て
い
ま
す
。

【
四
つ
の
柱
】

□
高
齢
者
が
生
き
が
い
を
持
っ
て
暮
ら
す

　

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
の
一
環
と

し
て
、主
体
的
な
学
習
活
動
や
ス
ポ
ー
ツ
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
地
域
活
動
な
ど
を

通
じ
た
生
涯
学
習
活
動
を
進
め
ま
す
。

□
高
齢
者
が
い
つ
ま
で
も
元
気
で
暮
ら
す

　

心
身
の
変
化
や
健
康
の
大
切
さ
の
認
識

を
深
め
、生
活
習
慣
病
予
防
や
介
護
予
防
、

食
生
活
習
慣
や
運
動
不
足
に
起
因
す
る
病

気
や
寝
た
き
り
な
ど
の
予
防
、
認
知
症
予

防
対
策
を
充
実
し
ま
す
。

□
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す

　

住
み
慣
れ
た
地
域
で
支
え
合
う
仕
組
み

を
構
築
し
、
高
齢
者
が
健
康
で
自
立
し
た

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
日
常
生

活
へ
の
支
援
を
促
進
し
ま
す
。
ま
た
災
害

な
ど
緊
急
時
に
お
け
る
地
域
で
の
見
守
り

体
制
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。　

□
介
護
を
受
け
な
が
ら
安
心
し
て
暮
ら
す

　

要
介
護
状
態
に
応
じ
た
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
、
地
域
で
安
心
し
て
住
み

続
け
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
密
着
型
の
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
体
制
を
充
実
し
ま
す
。
要
介

護
状
態
に
応
じ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

提
供
や
支
援
、
介
護
者
へ
の
支
援
を
充
実

し
ま
す
。

　　

世
代
間
交
流
な
ど
地
域
と
の
関
わ
り
か

ら
、
高
齢
者
の
生
き
が
い
活
動
へ
の
参
加

を
図
り
、
元
気
で
生
き
が
い
を
持
っ
て
活

躍
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す
。
高
齢
者
の

知
識
や
経
験
を
生
か
す
場
の
確
保
が
、
高

齢
者
の
生
き
が
い
に
つ
な
が
り
ま
す
。

□
老
人
ク
ラ
ブ
へ
の
参
加
促
進

　

市
内
に
１
２
０
の
老
人
ク
ラ
ブ
が
あ

り
、
約
７
５
０
０
人
の
高
齢
者
が
、
地
域

の
清
掃
活
動
や
花
壇
作
り
、
子
ど
も
の
見

守
り
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
介
護

予
防
、
健
康
づ
く
り
、
仲
間
づ
く
り
な
ど

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

□
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
登
録

　

高
齢
者
が
こ
れ
ま
で
に
培
っ
た
豊
か
な

経
験
や
知
識
、
技
能
を
生
か
し
な
が
ら
、

い
つ
ま
で
も
元
気
で
働
く
た
め
に
、
就
業

機
会
を
確
保
し
、
活
躍
す
る
場
を
創
出
し

ま
す
。

□
三
学
の
精
神
に
基
づ
い
た
生
涯
学
習
の

取
り
組
み

　

高
齢
者
の
学
ぶ
意
欲
を
支
え
る
た
め
、

「
生
き
が
い
大
学
」
や
「
公
民
館
講
座
」

な
ど
の
学
ぶ
機
会
を
提
供
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
学
習
機
会
の
情
報
を
発
信
し
ま
す
。

□
ま
ち
づ
く
り
活
動
へ
の
参
画

　

地
域
で
高
齢
者
が
高
齢
者
を
相
互
に
支

え
合
う
基
盤
づ
く
り
が
必
要
で
す
。
加
速

す
る
高
齢
社
会
で
共
に
支
え
る
仕
組
み
づ

く
り
を
、
市
民
と
共
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

市
の
高
齢
者
人
口
が
増
加
す
る
中
、
高
齢
者
世
帯
や
独
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
も
増
加
し

て
い
ま
す
。
今
後
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
生
き
生
き
と
暮
ら
す
た
め

に
、
介
護
予
防
を
重
点
に
自
ら
の
健
康
を
守
れ
る
人
づ
く
り
と
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り

を
大
切
に
し
た
地
域
で
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

  地域の見守りネットワーク

　介護保険料の一部は、高齢者がいつまでも健康で生き生きと暮らしていくために、
健康づくりや介護予防、認知症予防に向けた取り組みに使われています。
　みんなで介護予防や認知症予防事業に参加することで、介護保険サービスの利用を
少なくし、介護保険料を増やさないことが大切です。

保険料の一部で行う介護予防

介護を予防する主な事業

○高齢者等温泉施設利用助成券の発行
　高齢者の閉じこもり防止と介護予防を図るため、市内の温泉施設を
利用した際に、１回の利用に対して３００円の助成を行っています。
ただし、事前の利用申請が必要です。

○いきいき健康教室、サロン活動への講師の派遣
　健康づくりや介護予防に取り組んでいる老人クラブなどに、運動
指導士や音楽療法士、看護師、歯科衛生士、作業療法士などを派遣し、
健康相談や口腔機能改善指導、運動機能訓練の指導などを行います。

○介護予防教室の開催
　身近な地域で健康づくりや認知症予防を目的に、水中運動教室や転倒骨折予防教

室、健康体操教室、回想法を活用した想
お も

い出サロンを開催します。

○おしゃべりパートナーの派遣
　地域社会との交流が乏しい高齢者の話し相手におしゃべ
りパートナーを派遣することによって、高齢者の孤独感
を取り除き、認知症の進行や孤独死などを未然に防止
できるよう取り組みます。

○想い出列車の運行
　明知鉄道を利用して明智回想法センターを見学
し、回想法による仲間づくりや交流で、閉じこも
り防止や認知症予防に取り組みます。

○認知症予防シンポジウムの開催
　認知症を理解しその予防や取り組みについて、
シンポジウムを開催します。また介護予防川柳を
募集し、介護予防に対する認識を高めます。

▲安心お守りキットを設置

水中運動教室▲

いきいき人生川柳の表彰を受ける西尾雅子さん▲
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【注意する点】

連絡先　地域包括支援センター　電話番号２６-２１１１（内線１２６）
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　  ○郵便物や新聞が郵便受けにたまっている
　○家を訪問しても、顔を出してくれない
　○夜になっても家に明かりが付かない
　○最近、外出している姿を見掛けなくなった

　あなたは、身近に住んでいる高齢者について、日常生活や仕事の
中で「あれ？」「おかしいな？」と感じたことはありませんか。その
ような小さな「気づき」がとても大切です。　
　下のような状況があるときは、地域包括支援センターや地域の民
生委員に連絡してください。
　独り暮らしの高齢者などが万が一の事態に備えるために、右のよ
うな医療情報や緊急連絡先などが分かる「安心お守りキット」を設置。
今後は、内容の更新などで地域の協力体制も必要になってきます。


